
 

 
 

こんなときに 

●介護していることを周囲にさ

りげなく知ってもらいたいとき 

●駅や店舗、サービスエリアなど

のトイレで付き添うとき 

●男性介護者が女性用下着を購

入するとき 

障がいのある方を介護する方も

「介護マーク」をご活用ください。 

申請・配布場所 

「介護マーク」を活用するには申請

が必要です。申請場所は市役所介護

保険課及び地域包括支援センター

です。申請していただきますと、そ

の場で「介護マーク」をお渡しいた

します。詳細については、下記まで

お問合せください。 

春日部市役所 介護保険課 （電話）048-736-1111 （FAX）048-736-1115 
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